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q」央合同庁舎第5号館 低層棟2階講堂  

開 会  10：00  

10：00（－10：10（10分）統計情幸陪β長挨拶  

（幹 部 紹 介）  

10：10～10：25（15分）平成20年度統計情報部事業計画及び  

予算等について  

企  画  課  艮  

10：25（－10：40（15分） 平成20年人口動態調査について  人口動態・保健統計課長  

10：40（－10：55（15分）平成20年度保健統計調査について  保 健 統 計 室 長  

10：55～11：20（25分） 平成20年度社会福祉統計調査等について  社 会 統 計 課 艮  

11：20～11：35（15分）平成20年国民生活基礎調査及び  

平成20年国民生活基礎調査試験調査について  

国民生活基礎調査室良  

11：35～11：45（10分）  平成20年所得再分配調査について  政 策 調 査 官  

11：45～11：55（10分）  2008年社会保障・人口問題基本調査  国潮章・人口問題研究所  

（第4回全国家庭動向調査）について  人 口 構造研究部長   

11：55～12：05（10分）質疑応答  

12：05  
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1平成20年度統計情報部事業計画（厚生関係）について  

平成20年   

6月   

6月5［」  国民生  

6月上旬  

7月二LO日   

7月   

7月：Lと汗ヨ   

9月′、12月   

t川   患者調  

ミ川F旬   
データ  
（平成1   

10月1日  医療施  

10fこl中旬  患者調  

受療行  

1（）日下旬  
データ （平成】  

11月  第4回l  

第7回：  

医師・l  

平成21年   

1月18日   

1月中旬］  

1月下旬   
データ  
（平成  

デー一夕  
3月上旬  

（平成   

ニう月   

事  業  名  
備   考  

社会福祉統計主管部局蘭係  保健統計主管部局関係  

社会医療診療行為別調査実施  
（調剤報酬に係る調査を含む）  

調査経路は支払基金  
・国保連合会  

活基礎調査（世帯栗）実施  

国民生活基礎調査等地区別事務打合せ会議  
（北海道、仙台市、群馬県、東京都、宮山県、  
三重県、山［］県、北九州市）  

国民／ヒ括基礎調査（所得票）実施  

国 民 生活 基 礎 調 査 試 験 調 査 実 施   

全 国 摩 生 統 計 主 管 係 長 会 議  

第7回21世相己け1生児縦断調査実施（7月出生児）  

厚 生 統 計 地 区 別 講 習 会  

直接郵送方式  

査（退院禦）実施  

サービス  

9年人L］動態調査）   

設静態調査実施  社会福祉施設等調査実施  

介 護 サ ー ビ ス 施 設・事 業 所 調 査 実 施  

査（退院票を除く）実施  

動詞奄実庵  

サービス  

9年国民生活基礎調査）   

中高年者縦断調査実施  

Zl世紀成年者縦断調査実施  

厚 生 統 計 調 査 地 区 別 事 務 打 合 せ 会 議  
（秋田県、長野市、干葉市、静岡市、和歌山市、愛媛県、福岡市）  

全   国   統   計   大   会   

封科医師■薬剤師調査実施  

第8回21世紀出′ヒ児縦断調査実施（1月出生児）  直接郵送方式  

デー1タサ、一ビス  

（平成1射手社会福祉施設等調査）  

デー一夕サー→ビス  
（平成1！）年介護サーービス施設・事業所調査）  

サ」－ビス  

L9年医療施設動態調査・病院報告）   

サーービス  

19年度地域保健・老人保健事業報告）  

全 国 厚 生 統 計 主 管 課 良 会 議  

全 国 厚 生∴統 計 E 管 係 長 会 議  

（注う これらの他、年間を通じて実施する調査として、人t］動態調査、医療隠設動態調度、病院報告、衛生行政報告例、  
福祉行政報告例及び地域保健・老人保健事業報告があるっ  
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2 平成20年度統計情報部歳出予算案の概要  

1 予算概要  

平成19年度  

予 算 額   
対前年度比   

千円   千円   千円  

統 計 情  報 部  7，586，675   7，067，079  △ 519，596（△ 6．8％）   

般  会   計   
6，865，383   6，357，774  △ 507，609（△ 7．4％）   

労働保険特別会計  721，292  709，305  

（参考）  

統計調査関係経費  4，596，799  4，340，825   

情報化関係経費   2，942，946   2，681，659  △ 261，287（△ 8．9％）   

2 主な事業内容  

○ 統計調査関係経費（厚生関係）  

各種統計調査については、厚生労働省の行政施策の基礎資料となるものであり、   

平成20年度においても行政ニーズに対応した統計調査を実施する。  

（1）医療施設（静態）調査の実施  6，908→ 53，698千円  
本調査は、病院及び診療所の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療  

施設の診療機能を詳細に把握し、医療行政施策推進のための基礎資料を得ることを  

目的としている。  

平成20年度は、3年毎に実施する静態調査牛にあたり、医療の情報化や医療安  

全対策などの調査内容の充実を図りつつ、本調査を実施する。  

（2）受療状況調査（患者調査、受療行動調査）の実施  0→202，433千円  
本調査は、全国の医療機関を利用する患者の傷病及び受療状況の実態を地域的に  

把握するとともに、患者側から医療に対する認識・受療行動の状況を把握し、医療  

行政施策推進のための基礎資料を得ることを目的としている。  

平成20年度は、3年毎に実施する調査年にあたり、健康・介護予防のための新  

戦略などに資するよう調査内容の充実を図りつつ、本調査を実施する。  

（3）統計調査の民間開放1市場化テストヘの対応  

際 
会福祉施設等調査  6，795→ 23，045千円  

護サービス施設・事業所調査13，325→ 27，322千円   
「公共サービス改革基本方針」及び「統計調査の民間委託に係るガイドライン」  

等を踏まえ、平成20年度は、社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所  

調査（いずれも本省直送分）について、公共サービス改革法に則った民間委託を実  

施する。  
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3 概況及び報告書の配布について  

当部の統計調麿閲係費を対象として行われた平成19年度予算執行調査（財務省）   

におい ては、概況及び幸腔子吉の大部分が厚／ト労働省ホームページに掲載されているこ   

とから、作成部数の縮減を図るよう指摘がなされ、それを受け平成20年度㌢算にお  

いては部数が縮減されたところである。  

っいては、平成20年度以降の概況及び報告書の配布については以Fの取扱いとす  

るのでよろしくお願いする。  

（1）概況   

電子メールを活用することとする。詳細については後目事務連絡にて送付予定。  

（2）報告書   

都道府県×2部、指定都市・中核巾×1部  

各都道府県・「いこおかれては、厚生労働省ホームページの積極的活用をお願いする。  

＜厚／巨労働省ホームページ掲載場所＞  

「統計調査結果」→「最近公表の統計資料」  

http：／／www．mhlw．go．jp／toukei／saikin／index．html  

「統計調査結果」→「厚生労働省統計表データベース」  

http‥／／wwwdbtk．mhlw．go．jp／toukei／indcx．html  

・概 況  

・報㍗書  

－3－－   



3 平成20年度厚生労働省統計調査関係予算案（厚生関係）一覧表  
（単位：千円）  

平成19年度  平成20年度予算額  
主管課  

増△減  

調査名  

予算額（A）      （B－A）     総額（B）  地方委託費（再掲）   

【大臣官房統計情報部】  

人口動態調査  人口動態・保健統計課  1，388，991  

医療施設調査  人口動態・保健統計課  
保健統計室   

6，908  31，662  46，790  

衛生行政報告例  

病院報告  
27，931  

地域保健・老人保健事業報告  

医師・歯科医師・薬剤師調査・  70，531  
患者調査  

0  133，620  202，433  

受療行動調査  

福祉行政報告例  社会統計課  7，887  8，672  2，737  785  

社会福祉施設等調査  35，172  3，857  11，277  

社会医療診療行為別調査  157，235  on l，171  

介護サービス施設・事業所調査  75，493  11，785  

介護給付費実態調査  16，480  0  1，329  

21世紀出生児縦断調査  27，311  0  15，775  

21世紀成年者縦断調査  110，304  87，128  5，776  

中高年者縦断調査  154，438  132，659  7，609  

国民生活基礎調査  
社会統計課  

国民生活基礎調査室  
940，293  515，483  

国民生活基礎調査試験調査  31，807  4，469  31，807  

（合計）   3，128，767   2，340，322   
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（単位：千円）  

平成19年度  平成20年度予算額  増△滅  

主管課  

予算額（A）      （B【A）     総額（B）  地方委託費（再掲）   

生動向調査  指導課  1l，983  OA 438  

入学状況及び卒業  
1：う，76：i  0  0  

堅実態調査  経済課  5，206  1，75ニラ  on 451  

計調査  53，654  41，273  1，026  

39，9J16   19，98ニう   14  

格調査  7こう，780  7：i，790   ′12，′185   10  

1i）8，3二う2  103，7⊥11  1，891  

総務課  
生活習慣病対策室  136，43∠1  125，281  l，973  

営実態調査  生活衛生課  20，55l  0  3  

156，985  125，281  1，976  

′査  血†夜対策課  11，4ニi2  0  25  

食品安全部  
監視安全課  

調査  

11，432  0  25  

局】  

調査  総務課  iぐう，52R  7，738  2，687  

13，H：う：う  12，821  3，496  

：う（）バ弓61   20，559   809   

【l匁攻局】   

薬剤耐性菌感染症発   

看護師等学校養成所  
隼就業状況調査  

［吏薬品・医療機器産業  

薬事J二業生産動態統  

l矢央品価格調査  

特定保険医療材料価   

（合計）  

【健康局】   

同氏健康・栄養調査  

生活衛生関係営業経  

（合計）  

【医薬食ぷ一局】   

血液製剤使用状況調  

食中毒統計調査  

食肉検査等情報還元  

（合計二■  

【雇用均等・児童家庭  

地域児童福祉事業等  

全r甘程戸世帯等調査  

（合計】ト   
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（単位：千「1り  

平成19年度  平成20年度予算額  増△減  
調査名   主管課  

予算額（A）      （B－A）     総額（B）  地方委託費（再掲）   

【社会・援護局】  

福祉事務所現況調査  総務課  5，698  6，496  0  798  

社会保障生計調査  保護課  

（被保護者生活実態調査）  
152，858  105，941  

被保護者全国一斉調査  
（基礎調査・個別調査）  

6，844  6，844  0  0  

医療扶助実態調査  6，129  5，705  oa 424  

消費生活協同組合（連合会）  
地域福祉課  

実態調査  

ホームレス全国概数調査  38，949  31，295  6，698  

障害サービス経営実態調査  障害保健福祉部  
障害福祉課  

23，683  0  199，540  

障害者自立支援給付事業状況報告  

障害程度区分認定状況調査  障害保健福祉部  
精神・障害保健課  198，969  0  96，919  

（合計）  433，130  137，236  73，277  

【老健局】  

介護保険事業状況報告  介護保険課  4，980  5，645  0  665  

要介護認定等に係る認定調査  

結果等報告  
老人保健課  95，018  0  38，049  

介護事業経営実態調査  41，834  0  2こi6，890  

要介護認定モデル事業報告  0  0  652，869  

（合計）  141，832  0  928，473   
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（単位：干円）  

平成19年度  平成20年度予算額  増△減  

調査名   i二管課  

ナ算額（A）      （B一・A）     総額（B）  地方委託費（再掲）   

…の診断群分粗に基づく  

責評価制度にかかる基礎  ′i▲：13，172  0  142，913  

〔有美態調査   調査課  1，560   1，626  0  66   

療給付実態調査   2，221   706   0  △   1，515   

二態調査  2，586  2，539  on /17 

＝月事業状況軸；十f  
469  454  on 15  

仁査  
183  435  0  252  

査  35，143  0  1，779  

485，3：う4  0  143，∠133  

政策評価官室】  

査  0  2：i，970  28，97こう  

0  23，970  28，97：う  

運営部企画課  
L者・実態調査  数理調査室  0  0  62，025  

0  0  62，025  

人【川与】越研亀軒】  

鞘遼基木「瀾査  

庭動向調査）  
人【】構造研究部  37，ご133  on 2，975  

37，4こi3  0   2，975   

【保険局】   

急性期入院医   

一【1あたりの 調査  

健康保険被保険  

国民健康保険医  

国民健康保険実  

国民健康保険  
（月報・年報等）  

医療経済実態  
（保険者儲査）  

医療費の動向調  

（合計）  

【政策統括宮イ、ナ  

所‖刊二分配調  

【社会保険庁】  

［車旧二隼金被保険  

【同文社会保障・   

社会保障・人口F  

（第来軒全国家   

（合計）   
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4 平成20年人口動態調査について  

1 最近の公表資料   

「平成18年人口動態統計月報年計（概数）」を昨年6月に、「平成18年人口動態統   

計（確定数）」を昨年9月に公表し、「平成19年人口動態統計の年間推計」を本年1月   

にそれぞれ公表した。   

平成18年の出生数は109万2674人で、前年の106万2530人より3万  

144人増加し、出生率（人口千対）は8．7となり、前年の8．4を上回った。   

合計特殊出生率（平成18年における15～49歳の女子の年齢別出生率の合計）は  

l．32で前年の1．26を1二回った。  

死亡数は108万4450人で、前年の108万3769人より654人増加   

し、死亡率（人「l千対）は8．6で、前年と同率となった。婚姻件数は73万   

971組で、前年の71万4265組より1ガ6706組増加し、婚姻率（人目千対）は   

5．8で、前年の5．7を上回った。離婚件数は25万7475組で前年の26ガ19  

17組より4442組減少し、離婚率（人口千対）は2．04で前年の2．08を下回   

った。   

「平成19年人口動態統計の年間推計」においては、‡11生数は109万と約3千人減   

少、死亡数は110万6千人と約2万2千人増加、婚姻件数は71万4干組と約1力‾7   

千組減少、離婚件数は25万5千組と約2千組減少するものと推計している。また、出   

生数と死亡数の差である自然増加数は、マイナス1万6千人となり、前年より2万4千   

人減少するものと推計している。   

人口動態統計特殊報告では、「都道府県別にみた死亡の状況 一平成17年都道府県  

別年齢調整死亡率一」の概況を昨年4月に公表し、平成19年度「日本における人口動  

態 一外国人を含む人口動態統計－」の概況を本年2月に公表したところである。   

生命表では、「平成18年簡易生命表」を昨年7月に、「平成17年都道府県別生命表」  

を昨年12月にそれぞれ公表したところである。   

いずれも各地域における保健・医療・福祉活動の基礎資料として活用されたい。  
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また、正確な統計作成等のために毎年送付している「死亡診断書（死体検案書）記入  

マニュアル」及び「ICDのABC」についても、人口動態調査への理解、協力に利用  

されたい。  

※l二言己「死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」については、財団法人医療研修   

推進財団ホームページ（htノtノP：／／www．pmpt．or．jp／）に掲載されている。  

2 人口動態調査オンライン報告システム   

「 人lj動態．凋査オンライン報てl～システム」は、人11動態調査事務のより一層の負担軽   

減、効率化及びペーーノミーレス化をl采】るため、人＝動態調査事務システムによりlぎり吏町村   

で電ナ化された調査票データをオンラインのん法で収集するものであり、平成16午2   

ノj調査ノー分からは、市区町村からのオンライン報告の運用を開始している。   

、ド成20年1月調査月分までの本報告システムの導入状況は、都道府県では46都道   

府県、保胎外では373保鯉所である。また、l＝区町村から保健所へのFn等による報  

；土うーは915「頼町村で、市区町村からオンラインによる報て書手は128市町村であり、調査   

票の約63％がオンラインによる報吾となっている。  

オンライン報吾を導入することによるi三なメリットは  

・め脚結おい丁ぼ、  

（L）人しl動態調査事務システムからfTl）等に出力することにより、調査票への印字   

処理が不要。  

（2）市区町村からのオンラインによる報告を利用することにより、l肯区町村でFr〕   

等の媒体をデータ投人しオンラインにより保健凧こ送付することで、送付作業が   

上り簡略化。  

・併励軒こおいでば、  

（l）システムが調査票データの内容審査を自動的に行うことにより、審査業務が軽減。  

（2）保健所符号及び保健所受付勺り］‖の日動付与。  

（3）システムに登録された出生及びタヒ亡の小栗デ、ハーーータの作成・検索・出力が可能。  

（4）調査票データの送付の自動化により、送付業務が蝉減。  

甘）電戸化された人【］動態統計月報（概数）結米表の 部が人手一寸能。  

－9一   



・都踊結おいでば、  

（1）システムが調査票データの内容審査を自動的に行うことにより、審査業務が軽減。  

（2）調査票データの送付の自動化により、送付業務が軽減。  

（3）電子化された人口動態統計月報（概数）結果表の一部が入手可能。  

3 人口動態調査オンライン報告システム利用開始における注意点  

（1）新たにオンライン報告システムを導入する場合は、平成15年12月24日付「「人  

口動態調査オンライン報告システム利用要領」の改正について（通知）」により取り   

扱うこと。  

（2）オンライン報告開始月については、当該市区町村に係るFI）等の出力媒体及び紙の   

調査票をオンライン報告分として取りまとめ、該当月の調査票と併せて送付すること。  

なお、2か月日以降については不要。  

（3）開始月にオンライン報告できないため、紙の調査票を作成し送付するもの〕   

（∋出生票、死亡票、死産票の場合  

開始月前に事件発生し、開始月の14日までに巾区町村で届書が受付されたもの。   

②婚姻票、離婚票の場合  

開始月前に巾区町村で届書が受付されたもの。  

4 人口動態調査票（OCR調査票）の作成上の注意等  

（1）調査票の人口動態・保健統計課への提出期限は、「事件発生月の翌々月の5r】」と  

なっているので、提出期限を厳守すること。  

（2）調査票記入に際しては、11Bの鉛筆又はHIiの0．5mmのシャープペンシ′レを使用  

し、ボールペンは使用しないこと。また、プリンター出力の場合は枠内にきちんと印  

字されているか確認すること。  

（3）調査票のOCR読み取り欄は、ゴム印を絶対に使用しないこと。また、巾1東町付、   

保健所の受付年月日、施設の名称等へのゴム印使用に際しては、黒色のスタンプを使  

用すること。  

（4）プリンター出力の際、反り返った調査票は、平らになるよう配慮願いたい。  
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5 人口動態調査事務における調査票等の適正な管理についての留意事項   

別添資料について御√知の上二、畏管内に周知を図られるようお願いいたしたい。  

6 調査結果及び刊行物の公表予定  

（1）人口動態統計  

・月報  

人LI動態統計速報  

人LJ動態統計ノ】報（概数）  

平成19年12月まで  

平成19牛10月まで  

公表済み  

公表済み  

年報   

平成18年人【J動態統計（上巻）  

（中巻）  

（下巻）   

平成19年人LJ動態統計月報牛計（概数）概況   

平成19年人口動態統計（確定数）概況  

平成20年3月  

平成20年1月  
平成20年3月  

平成20年6月  

平成20年9ノー  

刊行予定   

刊行済み  

刊行予定  

上旬公表予定  

公表予定  

（2）人LI動態統計特殊報告  

平成17年度人II動態職業・産業別統計 概況  平成20年8月  公表予定  

（3）生命表  

平成17年都道府県別牛命表 報告書  

平成17隼市区町村別生命表 概況  

報告書   

、円友19隼簡易牛命表  概況  

報答書  

平成20年7月  

平成20年4月  

平成20年7月  
平成20年7月  

平成20年9月  

刊行予定  

公表予定  

刊行予定  

公表予定  

†二Ij行㌢定   

※朋奄結果については、厚生労働省ホームページに掲載している。   

「厚牛労働省ホームページ」 →「統計調査結果」  

hLtp：／／／www．mhlw．go．jp／toukei／index．ht′ml  
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別添  

人口動態調査事務における調査票等の適正な管理についての留意事項  

第1 市区町村、保健所、都道府県・指定都巾における共通的事項  

1 本「調査票等の適正な管理についての留意事項」において「調査票等」とは、人   

口動態調査によって集められた調査票（調査対象者等ごとに内容を判別することが   

できる形で個人の情報が記録されたものをいう。）及びその他の関係書類（調査対象   

者等の識別を可能とするものをいう。）をいい、以下に例示するものをいうこと。  

・人口動態調査票（以下「調査票」という。）  

・電子化された調査票の情報（以下「調査票データ」という。）を記録したFD等（以  

F「FD等」という。）  

・死産届書、死産証書及び死胎検案書（写しを含む。以卜「死産届書等」という。）  

・調査票の添付書類  

・出生小繋、死亡小栗（電子化された小栗を含む。以F「小栗」という。）  

・事件簿  

・死亡原因一覧表、死産原因一覧表及び乳児死因一一一・■■覧表  

・その他調査事務において取扱う書類、電磁的記録で調査対象者等が識別可能なも  

の。   

2 調査票等の管理については、それぞれの機関の長の責任において適止に管理する   

こと。機関の長は、調査票等を適正に管理するため、人口動態調査事務を所管する   

課室の長又はこれに代わる者を管理責任者として指定すること。   

3 管理責任者は、調査票等の紛失、漏えい、滅失又はき損の防止その他の調査票等   

の適切な管理のために、人口動態調査事務に従事する職員に対する指揮監督、安全   

対策の策定等必要な措置を講ずること。   

4 管理責任者は、調査票等の紛失、漏えい、滅失又はき損が発生した場合は、速や   

かに厚生労働省人「二］動態・保健統計課あて連絡を行うこと。ただし、巾区町村にあ   

っては保健所及び都道府県、保健所にあっては都道府県（指定都巾の保健所にあっ   

ては指定都市及び都道府県）、指定都巾にあっては都道府県を経由して行うこと。  

第2 市区町村における管理   

1 調査票等は、管理責任者の定める保管庫又はキャビネット等に施錠して厳重に保  

管し管理すること。  
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作業時における調査票等の取扱いは、管理責任者の指示又は承認を受けた者のみ   

が行い、作業終了後は所定の場所に収納すること。管理責任者は、調査票等の管理   

の状況について定期的に又は随時、点検を行うこと。   

2 Fl〕等に関する特記事項   

FU等は、紛失、漏えい（以卜「紛失等」という。）の事故が起きた場合に、情報   

の大量漏えいの危険性が高いため、その取扱いについては万全を期すこと。   

人口動態調査オンライン報告システムによる保健所への送付処理終ア後、調査票  

データを保有する必要のないFI）等は、l互ちに初期化（フォーマット）を行うこと。  

ただし、クイックフォーマット機能（Fl）等の管理領域のみ初期化する方式）は使   

用しないこと。  

コL 人Il動態調査■匪務システムの調査票デーータに関する特記事項   

保健所への送付後、保有する必要がなくなった調査票データについては、速やか   

に消去すること．また、調査票デー タを．子！ユ録したハーードディスク（バックアップ等   

で作成した記録媒体を含む。）を廃棄、他の用途に転用又は返却等する場合は、紛失   

等のないよう適切な措置を講ずること。   

4 事件簿に関する特記事項   

保存期間（その年（暦年）の終rから1隼問）を経過した事件簿は、速やかに廃   

棄処分とすること。廃棄処分については焼却処分とし、その際は紛失等のないよう   

適切な措置を講ずること。  

第：∋ 保健所における管理  

l調査票等は、管理責任者の定める保管庫又はキャビネット等に施錠して厳重に保   

管し管理すること 

作業時における調査票等の取扱いは、管理責任者V）指示又は承認を受けた者のみ   

が行い、作業終r後は所定の場所に収納すること 

2 朋査票等のl＝裏町村からの′受領、番査、都道凧潤ぃ指定都心への送付及び統計法  
、1 

第15条第2項に基づく枝川等について、う該事務を行った＝時、担当者名、調査   

票等の保管の確認等の状況が一覧できる管理簿を作成し、これに記入することによ   

り調査票等の管理を行うこと。管理責任者は、調査票等の管理の状況について定期   

的に又は随時、点検を行うこと。  

こi FI〕等に関する特記事項   

ドD等は、紛失等の事故が起きた場ノ「汁二、情幸瞑り人娃渥えいの危険惟が高いため、   

その取扱いについてはガ全を期すこと。  
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巾区町村から送付されたFI）等の受付処理終了後、調査票データを保有する必要  

のないFD等は、直ちに初期化（フォーマット）を行うこと。ただし、クイックフ  

ォーマット機能（FI）等の管理領域のみ初期化する方式）は使用しないこと。  

4 小栗に関する特記事項   

保存期間（当該文書を作成した年の翌年1月1日から3年間）を経過した小栗に   

ついては、速やかに廃棄処分とすること。廃棄処分については焼却処分とし、その   

際は紛失等のないよう適切な措置を講ずること。なお、人口動態調査オンライン報   

告システムの小栗データについては、3年経過後の翌年12月に自動消去されるた   

め、廃棄処分の必要はないこと。  

5 調査票の使用に関する特記事項   

統計法第15条第2項に基づく使用の場合は、調査票原票、′ト票が所定の目的の   

みに使用され、調査対象者等の情報が他に漏えいすることがないように適切に使用   

し又は使用させること。  

6 死産届書等に関する特記事項   

保存期間（当該文書を作成した年の翌年1月1日から5年間、写しにあっては3   

年間。）を経過した死産届書等については、速やかに廃棄処分とすること。廃棄処分   

については焼却処分とし、その際は紛失等のないよう適切な措置を講ずること。   

死産届書等を地域保健活動の基礎資料として使用する場合は、所定の目的にのみ   

使用し、個人の情報が他に漏えいすることがないように適切に使用すること。   

死亡原因一覧表、死産原因→覧表及び乳児死閃－・一覧表に関する特記事項   

保存の必要がなくなった場合は、速やかに廃棄処分とすること。廃棄処分につい  

ては焼却処分とし、その際は紛失等のないよう適切な措置を講ずること。  

第4 都道府県・指定都市における管理   

1調査票等は、管理責任者の定める保管庫又はキャビネット等に施錠して厳重に保  

管し管理すること。  

作業時における調査票等の取扱いは、管理責任者の指示又は承認を受けた者のみ  

が行い、作業終了後は所定の場所に収納すること。  

2 調査票等の受領、審査、厚生労働省への送付等について、当該事務を行った目時、  

担当者名、調査票等の保管の確認等の状況が－－・覧できる管理簿を作成し、これに記  
入することにより調査票等の管理を行うこと。管理責任者は、調査票等の管理の状  

況について定期的に又は随時、点検を行うこと。  
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5 平成20年医療施設静態調査の概要（案）  

1調査の目的   

病院及び診療所（以F唯療施乱という。）について、その分布及び整備の実態を明   

らかにするとともに、医療施設の診療機能を把捉し、医療行政の基礎質料を得ることを目  

的とする。  

2 調査の対象及び客体   

朋奄の期＝こおいて開設しているすべての医療施設  

3 調査の期日   

、ド成20年10ノJl「】（水） ′卜前零時  

4 調査事項   

幸一称、所在地、開．設者、診療科】及び患者数、設備、従事者の数及びその勤務の状況、  

許可病床数、社会保険診療の状況、救急病院・診療所の吾示の有無、診療及び検査の実施   

の状況、その他関連する事項  

5 調査の方法   

l矢療施設の管押肯が調査烈こ．i」人  

6 調査の系統  

厚生樹動省一 都道府県  保健所 一 医療施設  

」琵断を設置する裏」                       別   

7 結果の集計■公表   

免計は、Jソニノ巨卿人臣甘房統計「青報部において行い、結果は集計後すみやかに公表す   

る。  
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6 平成20年患者調査の概要（案）  

1 調査の目的   

病院及び診療所（以下「医療施設」という。）を利用する患者について、その傷病状  

況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施   

する。  

2 調査の対象及び客体   

全国の医療施設を利用する患者を対象として、病院の入院は二次医療圏別、病院の外  

来及び診療所は都道府県別に層化無作為抽出した医療施設（病院‥約7干、般診療所   

‥約6千、歯科診療所：約1千5百）を利用した患者を調査の客体とする。  

3 調査の期日  

（1）病院については、平成20年10月21日～23ト1（火～木）の3日間のうち、  

病院ごとに指定した1日とする。  

（2）診療所については、平成20年10月21、22、24日（火、水、金）の3日  

間のうち、診療所ごとに指定した1日とする。  

（3）退院患者については、平成20年9月1日～30日までの1か月間とする。  

4 調査事項   

性別、出生年月日、患者の住所、入院・外来の種別、受療の状況、 診療費等支払方法、   

紹介の有無、その他関連する事項。  

5 調査の方法   

医療施設の管理者が記入する方式による。   

なお、調査票に代えて磁気ディスク等（FI）等）による提出も可とする。  

6 調査の系統  

厚生労働省  都道府県  保健所  医療施設  

」保健所を設置する巾」  
特   別  区   

7 結果の集計一公表   

集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部において行い、結果は集計後すみやかに公表   

する。   
なお、医療施設に関する情報の一部は、医療施設静態調査から得ることとする。  
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8 標本設計   

（り  抽出枠（フレーム）は、医療施設基本ファイルとする。   

（2）抽出方法は、層化無作為抽出とする。（500床以上の病院については、悉皆調査と  

なる（、〉）   
（：う）客体数は、地域別（病院の入院については二次医療圏まで、病院の外来、 一般診  

療所及び歯科診療所については都道府県まで）推計が可能な数とする。   

（′1）医療施設側の記入者負担軽減を図るため、病院については∴段抽出を併用する。  

（500床未満の病院の入院・外来の患者のうち生年月［】の末尾が奇数の患者について  

は全調査事項を調査することとし、て壬二年二‖卜一の末尾が偶数の患者については「‾入院  

・外来の別」、「性別」、「川′仁年月日＿j のみを調査する。また、500～599床の病  

院の入院・外来患者については／書巧リ1【】の末尾がl，3，5，7日の患者について、  

600床以卜の病㍍については生年月【jの末尾が3，5，7‡1の患者については全調査  

事項を調査することとし、それ以外の忠一射こついては「入院・外来の別」、「性）ぅり」  

「H川二年パ＝」のみを調査する。）  

17   



7 平成20年受療行動調査の概要（案）  

1 調査の目的  

全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する   
満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、   
今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施する。  

2 調査の対象及び客体  
全国の一般病院を利用する患者（入院・外来）を対象として、層化無作為抽   

Ⅲしたノーー般病院（約450施設）を利用する患者を調査の客体とする。  
ただし、外来患者については、通常の外来診療時間内に来院した患者に限り、   

往診、訪問診療等を受けている在宅患者は調査対象から除くこととする。  

3 調査の期日  
平成20年10月21日（火）～23日（木）の3日間のうち医療施設ごと   

に指定する1日  

4 調査事項  
外来患者票  

入院患者票  

診察前の待ち時間、診察時間、病院を選ぶにあたり必要とした  

情報、説明の状況、満足度 等  

病院を選ぶにあたり必要とした情報、説明の状況、今後の治療  
・療養の希望、満足度 等  

5 調査の方法  

患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに調査員が子j一う。記   
入は、原則として患者本人の記入方式とするが、記入できない場合については、   
家族が補助して記入する。  

回収は、患者により回収用封筒に密封された調査票を、医療施設において調   
査員が回収する。また、郵送での提出も可とする。  

6 調査の系統  

＞   厚生労働省  

（′璃5郵送回収）  

都道府県   調査員一一 患者  

」保健所を設置する市 」  
特  別  区   

7 集計及び結果の公表  
集計は、厚牛労働省人臣官房統計情報部において行い、結果は集計後速やか   

に公表する。  
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8 平成20年医師・歯科医師・薬剤師調査の概要（案）  

1 調査の目的   

医師、掛科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所 及び診療科   

名（薬剤師を除く）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを   

‖的としている。  

2 調査の対象及び客体   

我がI鞘こ住所があって、【項師法第6条第3頓により掛ナ出た医師、歯科医師法第6条   

第3項により脚ナ出た齢華＝矢帥及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を   

調査対象及び客体とする。  

3 調査の期日  

平成20年12ノー31日現在  

4 調査の事項   

住所、性、ノー年刊【1、登録牛ノ＝†、業務の椎別、主たる業務内容（薬剤師を除くL、）、   

従事先の所在地、従事する診療科名（薬剤師を除く、、） 等  

5 調査の方法及び系統   

届出義務昔である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとり   

まとめ、厚／tニッユ働人臣に提Hする。  

6 調査の系統  

保健所＝＝－一医師・歯科医師・薬剤師  都道府県   厚／仁労働省  

L保健所を甜する市」  

特  別  区  

7 集計及び結果の公表   

集計は厚生′別動省大臣乍1－房統計情報部が行い、調査結果は「医師・歯科医師・薬剤師  

．調査（概況）」及び「医師・歯科医師・薬剤師調査（報告書）」として速やかに公表する。  

一1リ・   



9 保健統計関係調査のオンライン報告について   

保健統計室では、報告の迅速性、正確性及び負担軽減を図るために、調査票内  

の計算や内容審査が自動的に行えるよう調査票の電子化を進めており、・一部の調  

査を除き電子報告様式でのオンライン報告を受け付けているところである。今後   

も積極的な電子報告様式の利用及びオンラインでの報告をお願いする。   

1 オンライン報告の現状について   

電子報告様式はExcel形式のファイルであり、合計を出すための計算式や、入  

力支援・内容審査のためのマクロなどが含まれている。   

電子報告様式はWISげ1またはI」GWAN＊2からダウンロードでき、WIS11または【，GWAN  

に接続していない利用者もユーザーDとパスワードの配布を受ける事でインター  

ネットからダウンロードが可能である。   

記入済みの電子報告様式はWISHまたはl，GWANを経由（またはFDを郵送）して厚  

生労働省に報告する。   

電子報告様式のオンライン報告実施率は、以下のとおりである。  

調査名   オンライン報告実施率   

衛生行政報告例   都道府県100．0％、指定都市100．0％  

中核市 100．0％（平成18年度分）   

地域保健・老人保健事業報告   都道府県（保健所分100．0％、市町村分100．0％）  

指定都市100．0％、中核市100．0％  

（平成18年度分）   

医療施設動態調査   36．3％（平成19年11月調査分）   

病院報告   23．4％（平成19年10月調査分）  

＊1WISH（厚生労働行政情報総合情報システム）とは、厚生労働省大臣官房統計情報部が運  

用する、施設等機関、地方公共団体（都道府県、保健所）を専用のネットワークで接続した  
システムである。  

WISHホームヘC－シJ http：／／www．wish．mhlw．go．jp／ WISHネットワークからのみ接続可  

インターネット https：／／shinsei．mhlw．go．jp／ ユーサヾIDとハつスワードが必要  

＊2LGWAN（総合行政ネットワーク）とは地方公共団体が運用する、地方公共団体の庁内L＾N  
と霞が関WANを相互に接続したシステムである。   

2 オンライン報告の今後について   

各調査の電子報告様式について機能改善を行っていくほか、記入要領などにつ   

いてもダウンロードできるようにするなど、今後もご意見を何いながら引き続き   

改善を図っていく。  
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参考（1／2）  
○ オンライン報告実施率（単位：％）  

地域保健・老人保健事業報告  
（平成18年度）  

保健所分  市町村分  

オンライン  オンライン  
（LGWAN）  （LGWAN）   

都道府県－  

指定都市・  
中核市   

100．0（47／47）  100．0（47／47）   

北海道   100．0   100．0   
100．0   100＿0   

岩手県   100．0   100．0   
宮城県   100．0   100．0   

秋田県   100．8   100．0   

［算出方法］  

1オンライン報告実施率   

湖  

（オンライン報告箇所数＋オンライン以外の報告箇所数）  

注．「指定都市」、「指定都市・中核市」の計には特別区を含まない。   

×100  

注：報告対象箇所が－箇所のみで、電子報告された場合は「O」印とした。  
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参考（2／2）  

医療施設動態調査  病院報告  

平成19年11月分  平成19年10月分  

オンライン  オンライン  オンライン   
（LGWAN）   （WISH〉   （LGWAN）   

FD  

全国   27．9   8＿4   18．2   5．2   

北海道   100＿0  39．9  

青森県   100．0  16．9   
岩手県  26．5  

25．8   

秋田県  
山形県  26．2  

100．0  3．0   
100．0  37．4   

栃木県   100．0  22．3   
100．0  38．2  

埼玉県  4．7   

干葉県   100．0  30．0  

東京都          神奈川県  39．4  30．1   
18．9  

富山県   100．0  29．6  
石川県   100．0  3．8  

福井県   100．0  12．2  
山梨県  

長野県  
100．0  14．3   

静岡県   100．0  42．1  
愛知県  16．2  
三重県  19．3   
滋賀県   100．0  100．0  

2．9  9．6   
京都府          大阪府   90．3  17．2  

7．0   

100．0  

鳥取県  50．8   

島根県  
岡山県  
広島県   100．0  9．5  
山口県  17．2  
徳島県  24．1   
香川県  100．0  

愛媛県  32．9  
高知県  27，3   
福岡県  100．0   100．0  

佐賀県   100．0  35．7  
100．0  10．3   

100．0   42＿7  
熊本県          大分県  16．6  

3．1   
鹿児島県      8．1  
沖縄県   71．4  10．1  

一ごコ，・，・・   



10 平成20年度福祉行政報告例の概要  

1 報告の目的   

福祉行政報㍗例は、社会福祉瀾係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及   

び小核直における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福  

祉行政運営のための基礎質料を得ることを‖的とする。  

2 報告の対象   

都道府県、指定都rif及び中核市を対象とする。  

3 報告の種類  

月報（11表）及び隼度報（57表）とする。  

4 報告事項  

牛活保護関係、障害者【1、t／二支援関係、身体障書音福祉関係、特別児童扶養手当関   

係、知的障′首肯福祉関係、老人福祉閑係、婦人保護関係、民生委員関係、社会福祉法   

人関係、児量払沌上関係、け／▲保健関係、児童扶養手、引封係、戦傷病者特別援護関係、   

申い］残留ノ三lり＼等生活一文援給付金関係（新規）  

5 報告の方法及び系統  

・rl）企l両は厚生ガ働省人臣宮ノノj統計情報部が省内各部局の臨力を得て行う。  

（2）都道府県、指定都lけ及びlい核車は、所定の報告事項について定められた期限ま  

でにノーさ生ガ働省人臣t〃ノi統計情抽部に提目する。  

6 集計及び結果の公表   

集計及び結果の公表は、厚生ガ働省大いイ1’房統計情報部が行う。報告結果は「、iそ   

成20隼度社会如礼子J二政業務報告（福利二行政報苦例）結果の概況」及び「、打成   

20年度社会福祉行政業務報告」（報告書）として集計完了後速やかに公表すると   

ともに、厚′卜労働省ホームページ（http‥／／www．mhlw．go．jp／）に掲載する。  
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11平成20年社会福祉施設等調査の概要（案）  

1 調査の目的   

本調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握して社会福祉   

行政推進のための基礎資料を得るとともに、社会福祉施設等名簿を作成することを目的   

とする。  

2 調査の対象及び客体  

施設票   別紙に掲げる全国における社会福祉施設等を対象とし、その全数を客  

体とする。  

事業所票   別紙に掲げる全国における障害者自立支援法による陥′吉福祉サービス  

事業所及び相談支援事業所を対象とし、その全数を客体とする⊂つ  

3 調査の期日  

平成20年10月1日  

4 調査の事項  

施設票   施設の種類、施設名、所在地、設置主体・経営主体、定員、／1三所者の  

状況、従事者の状況 等  

事業所票   事業所の種類、事業所名、所在地、経常主体、サービスの種類と提供  

状況、従事者数 等  

5 調査の方法及び系統   

（1）調査の方法  

ア 施設票は、福祉事務所を通じて全施設に調査票を配付し、施設管理者が調査票  

に記入する。（りを除く。）  

イ 事業所票は、厚生労働省から障害福祉サービス事業所及び相談支援部業所へ直  

接郵送し、事業所の管理者が調査票に記入する。ただし、施設に併設されている  

事業所については、福祉事務所を通じて調査票を配付する。  

り 設置主体が国である施設については、施設票は厚生労働省から直接配付し、  

国立福祉施設管理者が調査票を記入する。  
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（2）調査の系統  

6 集計及び結果の公表   

集計及び結果の公表は、厚生労働省人臣官房統計情報部が行う。調査結果は「平成  

20牛社会福祉施設等調査結果の概況」及び「平成20隼社会福祉施設等調査報告」（報  

㍗書）として集計完丁後速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ（http：   

／／www．mhlw．g（）．jr一／）に掲載する。。また、名簿については「社会福祉施設等名簿（平成  

20年）」として、調査結果公表後速やかに公表する。  

一25一   



別紙  

【調査対象施設・事業所】   

【施設】  

1 生活保護法による保護施設   

救護施設、更生施設、医療保護施設◆、授産施設、宿所提供施設   

2 老人福祉法による老人福祉施設   

養護老人ホーム（一般、盲）、軽責老人ホーム（A型、B型、ケアハウス）、老人福祉センター   
（特A型、A型、B型）、老人介護支援センター   

3 障害者自立支援法による障害者支援施設等  
（1）障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム  

（2）旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設  

肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施   

設、身体障害者療護施設、身体障害者入所授産施設、身体障害者適所授産施設、身体障害者小規   

模通所授産施設、身体障害者福祉工場  
（3）旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設  

知的障害者入所更生施設、知的障害者通所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通   

所授産施設、知的障害者小規模適所授産施設、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉工場  

（4）旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設  

精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム（B型）、精神障害者授産施設（入所、通   

所）、精神障害者小規模適所授産施設、精神障害者福祉工場   

4 身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設   
身体障害者福祉センター（A型、B型）、障害者更生センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施   

設、点字図書館、点字出版施設、聴覚障害者情報提供施設   

5 売春防止法による婦人保護施設   

婦人保護施設   

6 児童福祉法による児童福祉施設   

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、知的障害児施設、自閉症児施設、   
知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自   
由児通園施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立   

支援施設、児童家庭支援センター、小型児童館、児童センター、大型児童館（A型、B型、C型）、   
その他の児童館、児童遊園   

7 母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設  
母子福祉センター、母子休養ホーム   

8 その他の社会福祉施設等  
授産施設、宿所提供施設、盲人ホーム、無料低額診療施設、隣保館、へき地保健福祉館、へき地   

保育所、地域福祉センター、老人憩の家、老人休養ホーム、有料老人ホーム   

【事業所】   

障害者自立支援法による障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所   

居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、療養介護事業所、生活介護事業所、児   
童デイサービス事業所、短期入所事業所、重度障害者等包括支援事業所、相談支援事業所、共同生   

活介護事業所、共同生活援助事業所、自立訓練（機能訓練、生活訓練）事業所、就労移行支援事業   

所、就労継続支援（A型、B型）事業所  
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12 平成20年介護サービス施設・事業所調査の概要（案）  

1 調査の目的   

本調査は、 全Iqの介護サービスの堤供体制、提供内容等を把握することにより、介   

護サービスの提供面に着口した基盤整備にl果する基礎質料を得るとともに、介護サー   

ビス施設・ ■軽業所才，簿を作成することを＝的とする。   

2 調査の対象及び客体   
以卜に掲げる介．護保険施設、㍍宅サービス一江業所、㍍宅介護支援事業所、介護ナ防   

居宅サービス事業所、介護ナ「彷支援事業所、地域締着型サービス事業所、地域密着型   

介護「防サービス事業所を対象とし、その仝数を客体とする。  

ア 介護保険施設  

型医療施設  
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養  

イ 居宅サーービス≠業所  

訪問前．護ステーション、訪問介護車某所、．彷【Hj入浴介護事業所、適所介護事  

業所、毎期入所牛活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、福祉用具貸  

rパi業所、特定福祉用具販ノこ車業所、適所リハビリテーション事業所、短期入  

所療養介護事業所  

り 居宅介護支援■耳業所  

工 介護㌣防居宅サービス■妻i某所  

介護r′防．訪問看護ステーション、介護㌣l坊訪問介護事業所、介護予防訪問入  

浴介．護・軽業所、介護P防適所介護事業所、介護す防短期入所生活介護事業所、  

介護「防特定施設入居音牛活介護事業所、介護P防福社用具貸㌧事業所、特定  

介護ナ防福神川具販ノ己・け業所、介護r′防適所リハビリテーション事業所、介護  

H貯短期人所療養介護■ii二業所  

オ 介護了照ノ支援事業所  

力 地域据／首里サービス一打業所  

地域密前里介護老人如祉施設、夜間対応型訪問介．護事業所、認知症対応型適  

所介護事業所、小規模多機能型居宅介護尊二某所、認知症対応型共同′仁清介護事  
業所、地域密着型特に施設入居者′仁清介護事業所  

キ 地域密着型介．獲予防サービス事業所  

介護「防認劇症対応型適所介．護事業所、介護r朝川、規模多機能型居宅介護事  

業所、介護予防認知症対応型共同牛澗介護事業所   

3 調査の期日   

、n成20隼10ノJl【i   

4 調査の事項   

（こl）介護保険施設  

施設の種類、施設名、所在地、開設卜体、定とt 在所者数、従事者数等   

（2）居宅サーービス■本業所等（2 イ～キのヰニ業所）  

中二業所出種耕、事業所名、所在地、開設卜体、定日、利ノ汁音数、従事者数等  
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5 調査の方法及び系統   

（1）調査の方法  

介護保険施設、居宅サービス事業所等の管理者が調査票に記入する方式とする。  

（2）調査の系統  

居 宅 サ ー  ビ ス 事 業 所  
居 宅 介 護 支 援 事 業 所  

介護予防居宅サービス 事業所  

介 護 予 防 支 援 事 業 所  

地域密 着型サ ー ビ ス 事 業所  

地域密着型介護予防サービス事業所  

厚生労働省  

6 集計及び結果の公表   

集計及び結果の公表は、厚生労働省大臣官房統計情報部が行う。調査結果は「平成   

20年介護サービス施設・ 事業所調査結果の概況」及び「平成20年介護サービス施   

設・事業所調査」（報告書）として集計完了後速やかに公表するとともに、厚生労働   
省ホームページ（http：／／www．mhlw．go．jp）に掲載する。また、名簿については「平成   

20年介護サービス施設・事業所名簿」として速やかに公表する。  
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・   13 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設   

事業所調査における民間委託の推進について   

1 民間委託の進め方  
平成20年度は、国直轄の郵送で実施している部分について、公共サー   

ビス改革法の対象調査として実施するとともに、地方公共団体に委託して   

いる部分を国の事務に引き上げるよう検討を行う。  

平成21年度は、平成20年度における検討結果を踏まえ、地方公共団   

体に委託している部分を国の事務に引き上げ、公共サービス改革法の対象   

調査として実施する予定でおり、平成20年度中に各都道府県（市）と事務   
の調整等を行う予定である。（参照：別添）   

2 施設・事業所名簿の提供について  

民間委託を進めた後でも、調査の対象施設・事業所を確定するためには、   

都道府県（ホ）で把握されている施設・事業所名簿の情報を提供していただ   
くこととしている。  

直近の施設・事業所名簿の情報を都道府県（市）から提供していただき、   
厚生労働省において名簿の更新を行うこととしており、本年4月中旬頃に   

事務連絡にてお願いする予定である。平成20年5月1日現在の施設・事   

業所名簿の情報を5月中旬までに提供願いたい。  
なお、都道府県（巾）におかれては、平成20年5月1日現在で確定した   

施設・ 事業所名簿をもとに、平成20年10月1日現在までの新設・廃止  
・異動等の情報により名簿の修正を行っていただき、従来と同様に調査を   

お願いする。   

3 地方公共団体における留意事項   
（1）民間委託に向けて  

民間委託にあたっては、各都道府県（市）から様々なご意見をいただき  

ながら、円滑な実施に向けて最大限の努力をすることとしている。しか  

しながら、次のような事態が生じた場合は、引き続き地方公共団体への  

委託を継続せざるを得ないこともあることをご承知願いたい。  

（∋公共サービス改革法による民間委託を図るため一般競争入札をした  
が、応札者がいなかった場合。  

②予定価格より入札価格が高く、落札者がいなかった場合。  

③民間委託により、調査の精度が著しく低下した場合。  

（2）平成20年調査における調査票の回収状況等の把握について  

地方公共団体に委託している部分については、毎年ほぼ100％の回収  

率となっている。平成21年度以降もこの回収率を維持するため、各都  
道府県（市）におかれても、平成20年調査における調査票の回収状況の  
把握・分析、施設・事業所からの疑義照会、督促、内容確認等の状況の  

把握をお願いしたい。  

（3）関係団体への調査協力のお願い  
平戎21年度以降も各関係団体への調査協力については、従来と同  

様に各都道府県（巾）からお願いしたい。  
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一社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査の流れ図（平成20年調査における実施方法）一 別添  
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14 第7回21世紀成年者縦断調査  

（国民の生活に関する継続調査）の概要（案）  

1 調査の目的   

本調査は、調査対象となった男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の   

状況を継続的に観察することにより、少／一化対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施   

等のための底礎資料を得ることを‖的とするし）   

2 調査の対象及び客体   

平成14年10〃末時点で20～34歳であった全国の男女（及びその配偶者）を対   

象とし、そのうち、第6回調査において協力を得られた甘等（及びその配偶者）を客体   

とする。   

3 調査の期日   

、†そ成20隼11ノj51I   

4 調査票の構成及び主な調査事項  

（l）女性票・・‥‥健康の状況、就業の状況、現在の就業意欲、仕事と子育ての両立支援  

制度の利川状況、配偶者の有無、f一どもの状況、家計の状況  

（2）升卜′l三票・・‥‥健康の状況、就業の状況、現在の就業意欲、仕事と子育ての両立支援  

制度の利川状況、配偶者■のイ】▲無、家計の状況  

（3）配偶者票（女性川）……健康の状況、就業の状況、什事とト育ての両立支援制度  

の利川状況、r一どもの状況、家計の状況   

り）配偶者票（リ日生用） ＝・健康の状況、就業の状況、什事とト育ての両立支援制度  

の利用状況   

5 調査の方法及び系統   

（ノ1）調査のんは  

ア 調査‖があらかじめ配布した調査票に被調査者▲が【′Ⅰら記入し、密封したものを  

後日朗査Hがl‖川又する。  

イ 第1回調査以降に虹川した昔は、惇／ヒ労働省から郵送された調査票に被調査／首  

が自らi「己人し、郵送によりり二／巨労働省に提出する。  

（2）調査の系統   

ア 厚隼ガ働省  都道府り，！  保健所  調査員∵－－一 被調査者  

併設置市」  

別 lヌニ  

イ 厚／巨万働省Ⅶ 被調査者‘  

郵送   

6 集計及び結果の公表   
集計及び結果の公表は、厚／卜芳働省大臣宮房統計情報剖が行う。．調査結果は「第7回   

21粧征成隼昔縦断調査（い」民の生活に関する継続調査）の概況」及び「第7回21世   

紀成隼者縦粧相打 什射出）′＝．1・に関する継続調査）」（裡㍗書）として集計完ア後速やか   

に公夫「｝‾る（L：セi）に、J．．1二′巨け働省ホームページ（htLp‥／／www．mhlw．go．jp／）に掲載するし1  
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15 第4回申高年者縦断調査  

（中高年者の生活に関する継続調査）の概要（案）  

1 調査の目的   

本調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の50歳から59歳の男女を追跡し   

て、その健康・就業・社会活動について、意識面・事実面の変化の過程を継続的に調査   

し、行動の変化や事象間の関連性等を把握し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画、   

実施、評価のための基礎資料を得ることを目的とする。   

2 調査の対象及び客体   

平成17年10月末現在に50～59歳であった男女を対象とし、そのうち、第3回   

調査において協力を得られた者等を客体とする。  

3 調査の期日  

平成20年11月5日   

4 調査の事項   

家族状況、健康状況、就業状況（資格、能力開発等を含む。）、社会活動、住居・家計   

状況 等  

5 調査の方法及び系統   

（1）調査の方法  

ア 調査員があらかじめ配布した調査票に被調査者が自ら記入し、密封したものを  
後目調査員が回収する。  

イ 第1回調査以降に転出した者は、厚生労働省から郵送された調査票に被調査者  

が自ら記入し、郵送により厚生労働省に提出する。  

（2）調査の系統   

ア 厚生労働省  調査員一 被調査者  都道府県  保健所  

L保健所設置巾」   

特 別 区  

イ 厚生労働省一 被調査者  

郵送  

6 集計及び結果の公表   

集計及び結果の公表は、厚生労働省大臣官房統計情報部が行う。調査結果は「第4回   

申高年者縦断調査（中高年者の生活に関する継続調査）の概況」及び「第4回申高年者   

縦断調査（平成20年）」（報告書）として集計完了後速やかに公表するとともに、厚生   

労働省ホームページ（http：／／www．mhlw．go．jp／）に掲載する。  
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16 21世紀出生児縦断調査の概要（案）  

1 調査の目的   

本調査は、同一一▲客体を長年にわたって追跡する縦断調査として21世紀の初年に出生   

した子の実態及び緯隼変化の状況を継続的に観察することにより、少r化対策等厚生労   

働子j▲政施策の企画、1案、尖施等のための基礎資料を得ることを目的とする。  

2 調査の対象及び客体  

全国の2001年に出生したトを対象とし、1J】10「】から17I］の間及び7月10   

fうから17‖の間iこHl／土二した子を調査の客体とする。  

3 調査の期日   

1月出生児 毎年1月18L1  

7月出／L児 毎年7月18日  

4 調査の事項   

家族構成、学校′巨捕の様子、放課後の様f一、起床・就寝時間、食事の様了一、負担や悩   

み、父母の就業状況等  

5 調査の方法   

調査票の配布、回収は、厚生ガ働省と調査客体のいる世帯と往復郵送方式により行う。  

6 集計及び結果の公表   

集計及び結果の公表は、厚牛づテ働省大臣甘房統計情報部が行う。調査結果は「21世   

紀けぃ生児縦断調査結果の概況」及び「21世紀出生児縦断調査」（報告書）として集計   

完r後速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ（http：／／www．mhlw．go．jp／）   

に掲載する。  
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（参考）  

統杜発第1205001号  
平成19年12ノ］5 日  

各都道府県 保健統計主管部（局）長 殿  

厚生労働省大臣官房統計情報部  

社会統計課長  

中高年者縦断調査の実施に係る調査票の不適切な処理  

及び該当者名簿の紛失について（通知）   

厚生労働統計調査につきましては、平素から格別の御配意を賜り、厚く御礼申  

し上げます。   

この度、中高年者縦断調査の実施に当たり、別紙「中高年者縦断調査の実施に  

係る保健所職員による調査票の不適切な処理及び調査員による該当者名簿の紛失  

について」のような事例が判明いたしました。   

今回の事例は、統計データの信頼と正確性を著しく損ねるとともに、国及び都  

道府県等の個人情報の取り扱いに対する被調査者の信頼を損ないかねないもので  

す。特に、縦断調査は毎年同じ被調査者に対し継続的に調査を行うものであり、  

その影響は単年度に留まらず将来に渡ることから他の調査以上に深刻です。   

貴都道府県におかれましては、統計関係職員に対し統計データの重要性を虞ね  

て周知徹底いただくとともに、複数の職員が携わることによる相互チェックを図  

る等、調査票の不適切な処押の防lヒに努められるとともに、個人情報の取り扱い  

については厳重に行うようお願いいたします。   

また、調査関係事務処理において適切な処理が行われているか、重ねてノ亡、く検い  

ただきますようお願いいたします。   

なお、指定都市市長、rf］核lい†f艮及び保健所を設置するI市区（指定都Ijf及び中  

核巾を除く）の「†f区長に対する連絡につきましては、貴職からよろしくお触り計  

らい願います。  
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別 紙  

中高年者縦断調査の実施に係る保健所職員による調査票の不適切な  

処理及び調査員による該当者名簿の紛失について  

1 ヾ†そ成18年「第2回申高年者縦断調査」（調査日：平成18年11月1日）   

の実施に当たって、保健所において不適切な処理が行われたもの。  

不適切な処理の概要  

（1）当該調査は、調査の対象となった世佑員（以下「調奄対象者」とい  

う．〕）に調査員が調査票を配付し、調査対象者が調査票の作成を行う  

ところ、調査員の確保ができなかったことから、調査対象者に調査票  

を配付せず、無断で担当職員が調査票の作成（2地区、37名分）を  

行い、厚生ガ働省へ提Hしたもの  

（2）また、調査票の配付を行う調査員に対しては調査員手当が支給され   

ることとなるが、f聯た地区については、   

騨、   

隣接地区の調査員へ併せて支給を行ったもの。  

2 平成19隼「第3回申l甘隼者縦断調査」（調査日：平成19年11月7日）   

の実施に二1たって、調査fiカミ該当者名簿（1枚、4名分）を紛失したもの。  
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17 平成20年国民生活基礎調査の概要  

1 調査の目的   

本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労   

働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調   

査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。   

2 調査の対象及び客体   

全国の世帯及び世帯員を対象とし、世荷票については、平成17年国勢調査区から層化   

無作為抽出した1，088地区内のすべての世格（約5万世借）及び世借員（約15万人）を   

調査客体とする。   

所得票については、前記の1，088地区に設定された単位区から無作為摘出した   

500単位区内のすべての世帯（約1万5千世帯）及び世帯員（約4万5千人）を客体と   

する。   

（注：「単位区」とは、推計精度の向上、 調査員の負担平準化等を図るため、一つの  

国勢調査区を地理的に分割したものである。）  

1 調査の期日   
世荷票…‥・… 平成20年6月 5 日（木）   
所得票……… 平成20年7月10日（木）   

（柱：所得については、平成19年1月1日から12月31日までの1年間の所得を調奄する。）  

4 調査事項   

世帯票・……‥世帯員数、単独世帯の状況、5月中の家計支出額、世帯主との続柄、  

性、出生年月、配偶者の有無、医療保険の加入状況、傷病の状況、公的  

年金・恩給の受給状況、就業状況、公的年金の加入状況等   

所得票……… 所得の種類別金額、所得税等の額、社会保険料額、生活意識の状況等  

5 調査の方法   

（1）準備調査については、調査員が平成17年国勢調査区要図に基づいて、受持ち調査  

地区を巡回し、調査地区要図及び調査世帯名簿を作成する。   

（2）世瑞二票は、あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯の方が自ら記入し、後目、  

調査員が回収する。所得票は、調査員が世帯を訪問し、面接聞き取りの上、調査を  

実施する。  
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6 調査の系統   

（り 世帯票  

厚生労働省  都道府県  保健所  指導員  調査員一世帯  

L保健所設置「ト」  
特 別 区   

（2）所得票  

惇生労働省  
ー
．
、
 
 

府
 
道
 
 

都
 
 

福祉事務所一指導員一 調査員一世借  

及
 

甥
を
 
 

酌
所
 
・
務
 
 

巾
事
 
 

L
 
 

び福祉」  
する町村  

7 集計及び結果の公表   

集計及び結果の公表は、厚生労働省太い烏’房統計情報部が行う。   

調査結果は「、n成20隼国民／巨軋娃礎調査の概況」及び「ヰ成20年国民／ヒ清盛礎調査（報   

告書）」として速やかに公表するとともに、厚′ト労働省ホーームページ（h叩伽w．mⅢw邸jげ）   

に掲載する。  
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18 平成20年国民生活基礎調査試験調査の概要  

1 調査の目的   
本調査は、これまで調査員が世帯を訪問し、面接聞き取りの上、調査票に記入する他計   

方式で行ってきた国民生活基礎調査所得票について、調査員があらかじめ配布した調査票   

に世帯員が自ら記入し、後目、調査員が回収する自計方式で行うことが可能かを検証する   

こと（所得票自計化試験調査）、また、時期や調査経路を分けて実施してきたl勾民生活基  
礎調査の5種類の調査票を同時実施した場合、調査票への回答に影響  

不在世常等に対して郵送回収を導入することに問題があるかを検証す  
施試験調査）の二つの試験調査を行い、今後の国民生活基礎調査の企  

を目的とする。  

、
全
さ
 
 

か
（
映
 
 

る
と
反
 
 

あ
こ
に
 
 

が
る
画
 
 

さらに、  
票同時実  

せること  

2 調査の対象及び客体   

（1）所得票自計化試験調査  
平成17年国勢調査区のうち、平成20年国民生活基礎調査が実施される調査区  地

ど
 
、
な
 
 

ら
と
 
 
 

か  
域、人口規模、所得票や国民生活基礎調査の後続調査の非実施調査地区であるこ  

を考慮して有意に抽出した15都府県3市（岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、   
東京都、石川県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、山口県、徳島県、福岡県、宮崎県、   
札幌巾、神戸巾、北九州市）から、無作為に抽出した25調査区内の全ての世帯（約1，250   
世帯）及び世帯員（約3，750人）について行う。   

（2）全票同時実施試験調査  
世帯票、健康票、所得票、貯蓄票については、平成17年国勢調査区のうち、平成20年   

国民生活基礎調査が実施されない調査区から、地域、人口規模などを考慮して有意に抽   
出した15都府県3巾（岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、東京都、石川県、愛   
知県、三重県、滋賀児、大阪府：、山口県、徳島県、福岡県、宮崎県、札幌市、神戸巾、   
北九州巾）から、無作為に抽出した25調査区内の全ての陛常（約1，250世鼎）及び世借員   
（約3，750人）について行う。   
介護票については、上記25調査区内の介護保険法の要介護者及び要支援者について行う。  

3 調査の期日  

平成20年7月10日（木）  

4 調査事項   

（1）所得票自計化試験調査  

所得票  ：性別、出生年月、所得の種類別金額、所得税等の額、社会保険料額、  
生活意識の状況等  
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（2）全票同時実施試験調査  

、n成19年国民生活基礎調査で用いた調査票に同じ  

（ただし、世帯二票については「教育」を追加する。）  

前記所得票【′1計化試験調査における所得票に同じ  

5 調査の方法   

（1）所得票＝計化試験調査  
あらかじめ調査日が配布した調査票に世′精の方が【rlら記入し、後日調査員が回収する。  
なお 、回収暗に調査壬iカミ調査票の記載内容を審査し、記入漏れや記入誤りがあった場合  

には、聞き取りによりそれを補完する。   

（2）全票同時実施試験調査  
あらかじめ調査員が配布した凋査票に†仕帯のノブが自ら記入し、後【】調査員が担川又する。  

その際、健康禁、所得票、貯蓄票は密封l＝川又とする。  
なお、調査票中川文暗に不在であったItHj＝こ対しては、郵送回収とする。  

6 調査の系統   

（1）所得柴自計化試験調査  

厚生労働省 一 都道府県  福祉事務所  調査員一世帯  

」 直．牢＝川区及び福祉 
－れ携所を．設置する町村  

」  

（2）仝票伸呼実施試験調査  

調査をナIt、！1する県・直の患l〔】一により、卜．手己のいずれかの経路で行う。  

都道府県  調査員一 世帯  （ユ〕厚生′芳働省  保健所   

」 保健所設置車  
特 別  区  

」  

調査員一 世帯  ② 厚生労働省  都道府県  福祉事務所  

」．行㌧特別区及び福祉 
事務所を設置する町村  

」  

7 集計及び結果8）公表  
集計は厚生労働省大臣官房統計情報部から業務を受託した民間事業者が行う。  

結果は内部資料として利川し、公表しない。  
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19 平成20年所得再分配調査の概要（案）  

1 調査の目的と沿革   

所得再分配調査は、社会保障制度及び租税制度による所得再分配の状況や所得   

再分配による所得格差の変化の実態を明らかにし、社会保障制度が国民生活にど   

のように機能しているかを確認し、厚生労働行政の企画立案のための基礎資料を   

得ることを目的とする。  

この調査は、昭和37年に社会保障水準基礎調査の名称で実施したのが最初で、   

昭和42年と47年に所得再分配調査として調査を行った後、昭和50年からは   

3年周期で行っている。  

2 調査の対象  

平成20年国民生活基礎調査で設定された単位区から無作為に抽出した500   

単位区内のすべての世帯及び世帯員を客体とする。  

3 調査の実施日  

平成20年7月10日（木）から8月9日（土）までとする。   

4 調査事項   

性、出生年月、拠出金（生命保険・損害保険の掛金、税金等）、受給金（生命   

保険・損害保険の保険金）、医療の受療状況、介護の給付状況、保育所の利用状況  

5 調査の方法  

あらかじめ調査員が配付した調査票に、世′粁主又は世帯の実情をよく知ってい   

る世帯員が記入し、後日、調査員が回収する。  

6 調査の系統  

都道府県  福祉事務所一  調査員一 世帯員  厚生労働省   

L市牒別  区及び福祉  

事務所を設置する町村   

7 集計及び結果の公表   

厚生労働省政策統括官付政策評価官室にて集計を行い、その結果は、「平成20  

年所得再分配調査結果」として公表する。  
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20 2008年社会保障・人口問題基本調査  

（lF第4回全国家庭動向調査』）概要（案）  

国た社会保障・人［1問題研究所  

1 調査の目的   

国立社会保岡・人＝問題研究所では「社会保障・人＝問題基本調奄」の枠で5種類の  

調査を継続して実施しており、2008（、！そ成20）隼鱒「全国家庭動向調査」の実施年にあ  

たっている。本調査は199こうい巨成5）隼の第1回調査からこれまで3桓1の調査を実施し、  

わが国における家庭動向を全国規模で把握しうる唯一の調査として、他の公式統計では  

捉えることのできない「出席・了一存て」、「老親の扶養・介護」をはじめとする家庭機  

能（7）失態や変化要因を別らかにしてきた。   

人L】の少子・高齢化が急速に進展する［‡lで、こうした社会変動が家族の状態に強く依  

存二しているため家族変動の視ノ点を抜きにこの問題を語れない状況に至っている。わが国  

の家族は、単独世帯、夫如世借の増加、女性の社会進HHこよる共働き世苗の増加などそ  

の形態が大きく変化している。同時に、家族はその形態とともに機能も変化している。   

ニの家庭機能の変化は、家庭内におけるf一存て、介護等のあり方に大きな影響を及ぼす  

だけでなく、社会制度全般に多人な影響を／ブーえる。このように、子育てや高齢者ケアな   

どの社会サービス施策の窮要件がlを1占まるなかで、わが国家族の構造や機能の変化、それ  

に什う州塵・仁育てや扶養・介護の実態、およびその変化要因を継続的経年的に観察、  

分析することがますます電要になっている。   

200H い巨成2：0）牛に実施する第4回調香においては、大きく変化しつつある家庭機能  

の動向を比極♂）るとともに、その関連要因と変化メカニズムを究明することが［川勺であ  

る、，また、近隼、結婚後の出産・家族形成の変化と少7▲化の関連についての重要性が強く折  

柄されるようになってきており、とくに、ワーク・ライフ・バランスの問題や男ノ性の家事・育児参加に  

ついては、Ii本の少r▲化対策の戦略的中心、の一つにもなっている。こうした点をふまえ、家族  

の実態と愛化要因、家族意識をLf三碓に把握し、関連諸施策の立案、策定の基礎資料を提供す  

る 

2 調査の対象および客体  

本調査は、、仁成20隼国民／仁清基礎調査で設定された調査地区内より無作為に抽出した  

：う00調香車二のすべての世借を調査対象とする。  

3 調査の期日  

平成20隼7月1fiを調査期【］とする。  

4 主な調査事項   

（1）夫婦の人l代印勺・社会経済的属性  
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（2）両親、子どもに関する事項  

（3）出産・育児、扶養・介護に関する事項  

（4）日常生活でのサポート資源に関する事項  

（5）夫の家事・育児に関する事項  

（6）夫婦関係に関する事項  

（7）子どもや家族に関する考え方（意識）に関する事項  

（8）資産の継承に関する事項  

5 調査の方法  

この調査は、国立社会保障・人口問題研究所が厚生労働省大臣官房統計情報部、都道   

府県・保健所を設置する市・特別区および保健所の協力を得て実施する。記入・回収は、   

配票自計・密封回収方式によって行う。  

6 調査の系統  

国立社会保障・  

人口問題研究所  

都道府県  保健所 一  調査員 一  調査対象者  

」  」  
保健所設置市  

特 別 区   

7 結果の集計および公表   

国立社会保障・人口問題研究所がこれを行い、平成21年11月頃公表予定。  
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